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○福知山市介護人材定着支援金交付事業実施要綱 

令和４年３月30日 

告示第358号 

（目的） 

第１条 この要綱は、市内の介護人材の確保及び定着を支援し、もって介護サービスの安定した供給

に資することを目的として、市内の介護事業所に勤務する者に福知山市介護人材定着支援金（以下

「支援金」という。）を交付することについて、福知山市補助金交付規則（昭和28年福知山市規則

第５号）に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。 

（定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによ

る。 

(1) 介護事業所 市内に所在する介護事業所等であって、次に掲げるもののいずれかに該当するも

のをいう。 

ア 介護保険法（平成９年法律第123号）の規定に基づく指定居宅サービス事業所、指定地域密着

型サービス事業所、指定居宅介護支援事業所、介護保険施設、指定介護予防サービス事業所、

指定地域密着型介護予防サービス事業所及び指定介護予防支援事業所 

イ 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成17年法律第123号）第28

条に定める障害福祉サービスを行う事業所及び同法第77条に定める地域生活支援事業を行う事

業所 

ウ 老人福祉法（昭和38年法律第133号）第20条の４、第20条の６及び第29条第１項の規定に基

づく施設 

エ 市長がアからウまでに定める事業所と同等と認める事業所 

(2) 運営法人等 介護事業所を運営する法人又は個人をいう。 

(3) 常勤雇用契約 次に掲げる要件を全て満たす雇用契約をいう。 

ア 運営法人等と介護職員が直接締結する雇用契約であること。 

イ 雇用期間の定めがなく、運営法人等が定める常勤の従業者が勤務すべき時間数（１週間の勤

務時間が32時間を下回る場合は32時間）に達していること。ただし、常勤の計算に当たり、職

員が雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律（昭和47年法律第113

号）第13条第１項に規定する措置又は育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の

福祉に関する法律（平成３年法律第76号。以下、「育児・介護休業法」という。）第23条第１

項、同条第３項又は同法第24条に規定する所定労働時間の短縮等の措置若しくは厚生労働省

「事業場における治療と仕事の両立支援のためのガイドライン」に沿って事業者が自主的に講

じる所定労働時間の短縮措置が講じられている場合、週30時間以上の勤務で常勤として扱う。 

ウ 雇用保険法（昭和49年法律第116号）に定める一般被保険者又は高年齢被保険者であること。 
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(4) 勤務 介護事業所を運営する法人の役員又は介護事業所の長以外の者が運営法人等との常勤雇

用契約に基づき、介護事業所において介護に従事することをいう。 

(5) 介護職員 令和４年４月１日以後に常勤雇用契約により介護事業所に採用された職員（以下

「常勤職員」という。）で、利用者への介護及び看護サービスの提供や相談、指導業務に専ら従

事する次に掲げる者であって、申請時において引き続き勤務している者をいう。 

ア 介護職員 

イ 看護職員 

ウ ソーシャルワーカー 

エ 理学療法士 

オ 作業療法士 

カ 言語聴覚士 

キ 栄養士・管理栄養士 

ク 調理師 

ケ 精神保健福祉士 

コ 歯科衛生士 

サ 福祉用具専門員 

シ その他市長が介護サービス従事者と認める職種であって、京都府の京都府新・地域包括ケア

総合交付金の対象となる者 

（支援金の種類及び金額） 

第３条 支援金の種類及び金額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める金額とする。 

(1) ６か月支援金 10万円 

(2) １年支援金 10万円 

(3) ２年支援金 20万円 

(4) ３年支援金 20万円 

（支援金の交付対象者） 

第４条 支援金の交付対象となる者（以下「交付対象者」という。）は、次の各号に掲げる支援金の

種類の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める期間を超えて介護事業所に勤務する介護職員とす

る。 

(1) ６か月支援金 ６か月 

(2) １年支援金 １年 

(3) ２年支援金 ２年 

(4) ３年支援金 ３年 

（交付対象者となることができない者） 

第５条 過去に支援金の交付を受けた者であって、勤務する介護事業所を次に掲げる理由（以下「特
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定退職理由」という。）以外の理由で退職したものは、交付対象者としない。 

(1) 出産（退職後６週間以内に出産する予定がある場合に限る。） 

(2) 育児 

(3) その他市長が認める理由 

２ 過去に支援金の交付を受けた者であって、勤務する介護事業所を前項第１号又は第２号に掲げる

理由で退職したものは、当該理由に係る子が２歳に達する日までに介護事業所において常勤職員と

して勤務しなかったときは、交付対象者としない。 

３ 過去に支援金の交付を受けた者であって、次に掲げる理由（以下「特定契約変更理由」とい

う。）以外の理由で勤務する介護事業所の運営法人と雇用契約の変更（常勤雇用契約を終了し、新

たに常勤雇用契約以外の雇用契約を締結することをいう。）を行ったものは、特定退職理由以外の

理由で退職したものとみなして、第１項の規定を適用する。 

(1) 出産（６週間以内に出産する予定がある場合に限る。） 

(2) 育児 

(3) 介護 

(4) 業務又は通勤による負傷又は疾病（労働者災害補償保険法（昭和22年法律第50号）第７条第１

項第１号又は第２号の保険給付の対象となるものに限る。次条第１項第３号において同じ。） 

(5) その他市長が認める理由 

４ 過去に支援金の交付を受けた者であって、特定契約変更理由により勤務する介護事業所の運営法

人と雇用契約の変更を行ったものは、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる日

までに運営法人等と常勤雇用契約を締結しなかったときは、交付対象者としない。 

(1) 前項第１号又は第２号に掲げる理由により雇用契約の変更を行った者 当該理由に係る子が２

歳に達する日 

(2) 前項第３号から第５号までに掲げる理由により雇用契約の変更を行った者 市長が別に認める

日 

５ 過去に福知山市介護人材確保促進事業家賃補助金の交付を受けた者は、交付対象者としない。 

６ 介護事業所を退職後１年を経過していない者は、交付対象者としない。 

７ 外国人で出入国管理及び難民認定法（昭和26年政令第319号）別表第２に定める在留資格によらず

介護事業所に勤務する者は、交付対象者としない。 

（勤続期間の計算） 

第６条 交付対象者が勤務開始日以後に次に掲げる休業をしたときは、月の出勤すべき日のうち半数

以上休業をした月数は、交付対象者が同一の介護事業所に勤務する期間（以下「勤務期間」とい

う。）に算入しないものとする。 

(1) 育児・介護休業法第２条第１号に規定する育児休業 

(2) 育児・介護休業法第２条第２号に規定する介護休業 
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(3) 業務又は通勤による負傷又は疾病による休業 

(4) その他市長が勤続期間に算入することが適当でないと認める休業 

２ 交付対象者が月の出勤すべき日のうち半数以上欠勤した月数は、当該交付対象者の勤続期間に算

入しない。 

３ 交付対象者が支援金に係る勤続期間の起算日から３年を超えた日後の日は、当該交付対象者の勤

続期間に算入しない。 

（交付申請） 

第７条 支援金の交付を受けようとする者は、福知山市介護人材定着支援金交付申請書兼請求書（別

記様式第１号）に、市長が必要と認める書類を添付して、市長に申請しなければならない。 

２ 前項の申請は、支援金の種類に応じ、勤続期間を超えた日の属する月の翌月末日までに行わなけ

ればならない。ただし、当該期限までに申請を行わなかったことについて特別な事情があると市長

が認める場合は、この限りでない。 

（交付決定） 

第８条 市長は、前条の規定による申請を受けたときは、その内容を審査し、交付することを決定し

たときは福知山市介護人材定着支援金交付決定及び交付確定通知書（別記様式第２号）により、交

付しないことを決定したときは福知山市介護人材定着支援金不交付決定通知書（別記様式第３号）

により、当該申請をした者に通知するものとする。 

（請求及び支払） 

第９条 前条の規定により交付の決定を受けた者（以下「交付決定者」という。）は、第７条におい

て提出された福知山市介護人材定着支援金交付申請書兼請求書をもって支援金の請求を行ったもの

とする。 

２ 市長は、前項の規定により適法な請求書を受け付けたときは、当該受付の日から30日以内に支払

を行うものとする。 

（支援金の返還等） 

第10条 市長は、第８条の規定による交付決定を受けた者が偽りその他不正な手段により支援金の交

付を受けたと認めるときは、当該交付決定を取り消すものとする。 

２ 市長は、前項の規定により交付決定を取り消した場合において、当該取消しに係る支援金を既に

交付しているときは、当該支援金の返還を求めるものとする。 

（委任） 

第11条 この要綱に定めるもののほか、支援金の交付について必要な事項は、市長が別に定める。 

附 則 

この要綱は、令和４年４月１日から施行する。 

附 則（令和６年８月14日告示第182号） 

この告示は、令和６年８月14日から施行し、令和６年４月１日から適用する。 
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附 則（令和７年３月31日告示第359号） 

（施行期日） 

１ この告示は、令和７年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この要綱の施行又は適用の際この要綱による改正前の様式により使用されている書類は、この要

綱による改正後の様式とみなす。 

附 則（令和８年１月20日告示第265号） 

この告示は、令和８年１月20日から施行する。 

 


